
取組年度 対象年度 5月末 6月末 7月末 8月末 9月末 10月末 11月末 12月末 1月末 2月末 3月末 4月末
R2年度分 78.11% 78.49% 78.79% 79.19% 79.47% 79.75% 79.92% 80.10% 80.24% 80.33% 80.40% 80.39%
(2.60%) 0.32% 0.38% 0.30% 0.40% 0.28% 0.28% 0.17% 0.18% 0.13% 0.10% 0.07% -0.01%

Ｒ４年度

○ 国民年金保険料納付率は、現年度10年連続上昇、最終納付率9年連続上昇となり、基幹事業を最前線で支える拠点の取組により、着
実に成果を上げてきたところであり、令和４年度においては、国民年金最終納付率８０％達成を新たな挑戦として掲げ、令和4年4月よ
り事業推進統括部に「国年納付率80％促進チーム」を設置した。
○ 当チームにおいて、マスマーケティングモデル（マーケットセグメントと行動管理モデル）に基づき、国民年金部や地域部と連携し、
拠点のマーケット分析、重点分野の選定と施策協議、取組の進捗管理・ サポートを効果的に実施することで、目標達成に向けた拠点と
本部の一体的な取組の一層の推進を図る。
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〇 過去3年間の納付・免除実績の有無により本部より対象者データを各年金事務所に提供し、効果的な最終年度対策を支援
〇 強制徴収対象である納付実績がなく所得額の高い被保険者については、繰り返しの納付督励に応じない場合の強制徴収を前提とした取
組を実施

〇 特に納付効果・免除効果が高いと思われる被保険者に対し、「納付書送付」⇒「市場化督励」⇒「特別催告状送付」を一連で実施する
ことで納付・免除手続きを促す

２.最終納付率80％達成に向けた取組

３.令和4年度最終納付率実績値（10月末時点）

過去3年で実績が最も低い令和2年度実績（平成30年度分）の伸び幅で推計すると、令和4年12月末で最終納付率80％台到達見込み
（ ）は年間伸び幅
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